
10月 20日 に接種回数を見直した際の経緯について

平成 22年 4月 6日

厚 生 労 働 省

【10月 1日 基本方針とりまとめ】

○ 新型インフルエンザワクチンの接種回数について、10月 1日 「新型インフルエン

ザ (A/HlNl)ワ クチン接種の基本方針」 とりまとめ時点で、「当面、 2回接種を前

提 として取 り組み、国内における臨床試験の結果等を踏まえ、10月 下旬以降見直す

可能性がある」、と説明。

(10/1厚生労働大臣記者会見時説明資料、10/2都道府県担当課長会議配布資料 )

【10月 16日 意見交換会】

○ その後、200名 の健康成人を対象に国立病院機構 4施設で実施 している新型イン

フルエンザ国産ワクチンの免疫原性についての臨床試験の中間報告がまとまつた

ことから、10月 16日 (金)に 「新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会」

を開催。

○ 同意見交換会は専門家 5名 が参加 (う ち 2名 は電話会談)し、メディアに対 し全

面公開で専門家間の意見交換が行われた。

席上、専門家からは、
。 本試験結果か ら、健康成人は 1回接種で有効性が認められることとしてよい、

と考えられる。

・ 健康成人 (医療従事者、 1歳未満児の保護者等)は 1回接種 とする、として

よいのではないか。

との意見がだされたほか、

。 中学生、高校生は過去のインフルエンザの流行状況から考えると、成人同様

にプライ ミングされていると考えられることか ら、成人同様 1回接種を基本 と

しなが ら、念のため、臨床試験を行 うことを努力 目標 としてはどうか。

・ 妊婦は健康成人より免疫がつきにくい とい う根拠はないため、成人同様 1回

でよいのではないか。

・ 基礎疾患を有する者は 1回接種を原則 としてはどうか。ただ し、免疫力が極

端に低下 した者は、1回でも 2回でも抗体価の上昇率が低いと考えられるため、

1回接種 を原則 とするが、主治医の判断で 2回接種 しても差 し支えないものと

する。なお、 2回 目については、アジュバン ト入 りの輸入ワクチンを使用する

ことも検討 してはどうか。

。 高齢者は 1回接種 とし、 13歳未満は 2回接種 としてはどうか。

等の意見が出されたところ。

o 上記のような意見交換の後、事務局からは、本 国の議論については大臣に報告 し

厚生労働省 としてどう考えるか検討 していきたい旨説明し、意見交換会を終了した。

-4-



【10月 19日 意見交換会】

0 16日 開催の意見交換会の後、意見交換会における議論も踏まえ、厚生労働省内に

おいて議論 を行った結果、さらに専門家の御意見を伺 うことが必要 との判断か ら、

10月 19日 (月 )に新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会を開催 した。

○ 同意見交換会は、16日 開催の意見交換会に出席 していた尾身氏、田代氏に、 3名

の専門家 (いずれも厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部ア ドバイザー)を

加えた計 5名 の専門家が参加 し、足立政務官も出席 した中で、メデ ィアに対 し全面

公開で行われた。

席上、専門家からは、
。 今回の臨床試験の中間報告で、現時点で科学的に言えるのは、健康成人につ

いては、 1回接種で有効性が高い可能性があるとい うこと。

・ 科学的根拠 と現状を踏まえて、医療従事者については 1回接種を前提 とし、

次の出荷については、妊婦や基礎疾患を有する者に充てることとする

との意見が出されたほか、

・ 健康成人を対象にした今回の結果に基づいて、他のカテゴリーに対 して評価

することは科学的には適切ではないのではないか。

・ 妊婦、基礎疾患を有する者に対する接種回数については、現時点で決めるの

は時期 尚早。
。 中学生、高校生についての接種までには時間的余裕があることから、現時点

では結論を出さず、パイロットスタディを検討 して方針を示すべき

等の意見がだされたところ。

【10月 20日 接種回数についての方針発表】

0 10月 20日 (火)健康成人に対する臨床試験の中間結果、専門家の意見を踏まえ、

接種回数についての方針を発表 し、あわせて、地方 自治体に対する周知を行つたと

ころ。
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H22年 4月 1日

新型インフルエンザ (A/HlNl)対策総括会議について

1.概要

今般発生した新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に 対して厚生労働省が講 じてきた

対策の総括を行い、今後の新型インフルエンザ (A/Hl Nl)の 再流行時の対応及び

鳥インフルエンザ (H5Nl)発 生時の対策の見直しに活かすため、新型インフルエ

ンザ (A/Hl Nl)対 策総括会議を、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部の

下に開催する。

2.会議の検討事項

(1)今般の対策について、その経緯と今後の課題をまとめる。

(2)今般の対策のうち、(1)で まとめた今後の課題に関 し、特に水際対策、公

衆衛生対策、サーベイランス、広報体制、医療体制、ワクチンなどについて

有識者の意見等を踏まえながら、検討を行う。

(3)(1)及 び (2)を踏まえ、新型インフルエンザ (A/HlNl)対策について、

全体を総括する。

3.構成等

(1)構成員については別紙のとおりとし、うち 1名 を座長とする。

(2)座長は、会議を代表 し、会務を統括する。

4.会議の開催実績と今後の開催予定について

○第 1回会議 (開催済み )

・平成 22年 3月 31日 (水)13:00～ 16:00(九 段会館 )

・議題 :今般の対策に係る経緯と今後の課題の整理

○第 2回以降 (予定)

・ 4月 12日 (月 )10:00～   広報

・ 4月 28日 (水)午後      水際対策、公衆衛生、サーベイランス

・ 5月 12日 (水)午後      医療体制

・ 5月 19日 (水)午後      ワクチン

ロ5月 28日 (金)午前      総括

※ 6月 の取 りまとめを目指す
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(別紙 )

新型インフルエンザ (A/HlNl)対策総括会議構成員

氏  名 所 属

伊藤 隼也 医療ジャーナリスト

岩 田 健太郎 神戸大学大学院医学研究科教授

○岩本 愛吉 日本感染症学会理事長

岡部 信彦 国立感染症研究所感染症情報センター長

尾身  茂 自治医科大学教授

◎金澤 一郎 日本学術会議会長

河岡 義裕 東京大学医科学研究所感染症国際研究センター長

川名 明彦 防衛医科大学校教授

田代 員人 国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長

谷 口 7青り11 国立感染症研究所感染症情報センター第二室長

丸井 英二 順天堂大学医学部教授

◎座長、○副座長
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平 成 22年 4月 6日

新型インフルエ ンザ対策推進本部

新型インフルエンザワクチンの購入数量等について

国産ワク■と

契約数量     約 5, 400万回分

出荷数量 約 3, 900万 回分 (3月 26日 現在)※ 1

未出荷分(国在庫量)約 1, 500万回分 (3月 26日 現在)

接種数      約 2, 020万回※2～ 約 2, 280万回※3

(医療機関からの報告数を推計)(医療機関に納入されたワクチン量

から推定)

輸入ワクチン

契約数量      約 9, 900万回分

出荷数量 3, 995回 分 (3月 10日 現 在 )※ 4

未出荷分(国在庫量)約 5, 000万回分 (3月 26日 現在 )

接種数 約 3, 000回 分
※3

※1 出荷数量のうち、流通段階にとどまっている在庫が約 1,410万 回分、医療機関で使

用予定のない在庫が約 200万回分ある (2月 12日 時点での在庫量を集計したもの)。

※2 2月 末日までの推計接種数 (3月 24日 現在)。 なお、報告のない都道府県があるため、

報告された都道府県における接種数をもとに、平成 20年総務省推計人口を用いて推計し

た数であり、報告のあつた都道府県においても、すべての医療機関からは報告を受けてい

ない。

※3 3月 23日 までの推定接種数 (3月 26日 現在)。 なお、納入分が、すべて接種された

とは限らないため、推定接種数は最大数である。また、国内産ワクチンは、 10mLバ イ

アルを18人に接種し、 lmLバイアルを2人に接種したと仮定、輸入ワクチンは、6m
Lバイアルを17人に接種し、5mLバイアルを10人に接種したと仮定した場合の推定

接種回数 (成人 1回換算)である。

※4 輸入ワクチンは、3月 10日 以降も少量ながら出荷が続いており、現在、出荷量をとり

まとめ中である。
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鶉喜蕉瀬登 Press Release

報道関係者 各位

平成 22年 3月 26日

新型インフルエンサ
゛
対策推進本部事務局

[医薬食品局血液対策課 ]

(担当・内線)課長  亀井(2900)

恩田(2909)

(イt 表)  03(5253)1111

輌彗  遅:)  03(3595)2395

新型インフルエンザ (A/Hl Nl)の 輸入ワクチンに関する

契約変更について

○ 輸入ワクチンについては、備蓄等を考慮してもなお余剰が見込まれる

ことから、輸入ワクチンの海外企業 2社 (GSK社、ノバルティス社 )

との間で交渉を進めてきたところ。

○ 企業との交渉を重ねた結果、本日、GSK社 との間で、以下のとおり、

当初契約の変更について概ね合意に達したところ。

① 解約について

・当初購入予定量 (7,400万 ドース
゛
)の うち、32%(2,368万 ドース

゛
)を解約 (解

約に伴 う違約金な し)

・上記の解約に伴い、約 257億 円の経費を節減

② 購入分について

・GSK社 のワクチンは、抗原とアジュバン トが別々 (医療機関で混ぜ合わ

せる方式)であり、購入分については、各々の有効期限 (抗原 :1.5年、

アデュハ
゛
ント:3年 )内であれば、活用が可能

口特にアジュバントについては、有効期限が長 く、かつ、仮にHlNlウ イ

ルスの性状が変化 し現行のワクチンが有効でなくなった場合や、H5Nl
が発生した場合に、それらに対応 した新たな抗原と組み合わせて使用する

ことも可能

○ なお、ノバルティス社についても、現在、交渉を行つているところご
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予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
提
案
理
由
説
明

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

国
内
で
今
般
発
生
し
て
い
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
昨
年
十
月
か
ら
、
臨
時
応
急
的
に
厚

生
労
働
大
臣
が
実
施
主
体
と
な

っ
て
接
種
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
接
種
に
よ
り
生
ず
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
つ
い
て
は
、

昨
年
秋
の
第
百
七
十
二
回
臨
時
国
会
で
成
立
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
感
染
力
は
強
い
も

の
の
病
状
の
程
度
が
そ
れ
程
重
く
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
臨
時
の
予
防
接
種
と
し

て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
接
種
の
対
象
と
な
る
方
に
対
し
て
接
種
を
受
け
る
努
力
義
務
を
課
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
判
断

し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
主
体
と
な

っ
て
臨
時
応
急
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
的
に
実
施
す
る
予
防
接
種
は
、
健
康
被
害
が
生
じ
た
場
合
の
救
済
措
置
等
も
含
め
、
本
来
的
に
は
、
予

防
接
種
法
に
明
確
に
位
置
付
け
て
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
よ
る
適
切
な
役
割
分
担
に
基
づ
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
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町
村
が
主
体
と
な

っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
程
度
の
感
染
力
や
病
状
を
呈
す

る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
新
た
に
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
新
た
に
発
生
し
、
世
界
中
で
ワ
ク
チ
ン
の
需
給
が
ひ
っ
迫
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
場
合
に
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
、
国
と
し
て
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
を
円
滑
に
確
保
で
き
る
よ
う
、
国
と
ワ
ク
チ
ン
の

製
造
販
売
業
者
と
の
間
で
損
失
補
償
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
を
円
滑
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
今
後
同
様
の
事
態
が
発

生
し
た
場
合
に
行
う
予
防
接
種
の
対
応
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
予
防
接
種
法
に
お
い
て
新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
類
型
を

創
設
す
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に

つ
い
て
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第

一
に
、
新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
類
型
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
国
の
指
示
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
協
力
の
下
、
市
町
村
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

接
種
の
対
象
と
な
る
方
に
対
し
て
、
接
種
を
受
け
る
努
力
義
務
は
課
さ
な
い
も
の
の
、
接
種
を
受
け
る
よ
う
勧
奨
を
行
う
こ
と
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と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
健
康
被
害
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
給
付
水
準
は
予
防
接
種
法
か
ら
政
令
に
委
任
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
臨
時
の
予
防
接
種
及
び

一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
係
る
給
付
水
準
と
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予

防
接
種
に
係
る
給
付
水
準
と
の
間
の
水
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
接
種
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
は
、
市
町
村
が
支
弁
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
費
用
の
三
分
の

一
を
国
が
、
四
分
の

一
を
都
道
府
県
が
負
担
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。
な
お
、
接
種
を
受
け
た
方
か
ら
の
実
費
徴
収
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
負
担
で
き
な
い
と
認
め
る
場

合
を
除
い
て
、
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
発
生
時
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
に
係
る
損
失
補
償
規
定
を
創
設
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
お
け
る
対
応
を
踏
ま
え
、
予
防
接

種
法
に
お
い
て
、
緊
急
時
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
に
限
り
、
特
例
承
認
を
受
け
た
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
を
相
手
方
と
し
て
、
ワ
ク
チ
ン
の

使
用
に
よ
り
生
ず
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
等
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

-3…



第
二
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
う
ち
臨
時
の
予
防
接
種
の
対
象
と
し
た
も
の
及
び
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に

つ
い
て
は
、
高
齢
者
以
外
の
方
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
予
防
接
種
法
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
発
生
時
の
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
に
係
る
損
失
補
償
の
規
定

を
創
設
す
る
こ
と
に
伴
い
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
お
け
る

損
失
補
償
に
係
る
規
定
は
、
削
除
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
健
康
被
害
救
済
の
給
付

水
準
を
踏
ま
え
、
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
健
康
被
害
救
済
の
給
付
水
準
を
見
直
す
こ
と
と

し
、
関
連
規
定
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
、
改
正
法
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
予
防
接
種
の
在
り
方
等
に

つ
い
て

総
合
的
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
等
、
所
要
の
検
討
規
定
を
設
け
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
類
型
の
創
設
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
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以
上
が
、

何
と
ぞ
、

こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

… 5-



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
要
綱

第

一　

改
正
の
趣
旨

我
が
国
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
発
生
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
予
防
接
種
の
実
施
状
況
等
に
か
ん
が
み
、

新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
実
施
方
法
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
二
　
予
防
接
種
法
の

一
部
改
正

一
　

予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
項

１
　
臨
時
の
予
防
接
種

↓
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
二
類
疾
病
の
う
ち
当
該
疾
病
に
か
か

っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
そ
の
期
日
又
は
期
間

を
指
定
し
て
、
政
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
市
町
村
長
に
対
し
、
臨
時
に
予
防
接
種

を
行
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道

府
県
の
区
域
内
で
円
滑
に
当
該
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
す
る
も
の



(2)
２
　
予
防
接
種
の
勧
奨

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、　
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
対
し

、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
成

年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（第
七
条
の
二
関
係
）

３
　
被
接
種
者
等
の
責
務

１
の
１
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に

つ
い
て
は
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ

予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
努
め
る
責
務
を
、

と
。

（第
人
条
関
係
）

一
一　
費
用
負
担
に
関
す
る
事
項

１
　
費
用
の
負
担

と
す
る
こ
と
。

（第
六
条
第
二
項
関
係
）

国
は
、
臨
時
の
予
防
接
種

（
１
の
予
防
接
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

チ
ン
の
供
給
等
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

）
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
ワ
ク

（第
六
条
第
四
項
関
係
）



一
の
１
の
１
の
予
防
接
種
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村
が
支
弁
し
、
そ
の
費
用
の
四
分
の

一
を
都
道
府

県
が
、
三
分
の

一
を
国
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ
と
。

（第
二
十
二
条
第
二
項
関
係
）

２
　
実
費
の
徴
収

一
の
１
の
０
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
を

除
き
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
四
条
関
係
）

〓
一　
事
務
の
区
分
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

一
の
１
の
０
の
予
防
接
種
の
実
施
に
係
る
事
務
は
地

方
自
治
法
の
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。

（第
二
十
五
条
関
係
）

四
　
損
失
補
償
契
約
に
関
す
る
事
項

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
世

界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
っ
迫
し
、
又
は
ひ
っ
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の

生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ



ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販
売
業
者

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製

造
販
売
に

つ
い
て
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
三
第

一
項

（特
例
承
認
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す

る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
購
入
契
約

（損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
締
結
す
る
場

合
に
は
閣
議
の
決
定
を
、
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（附
則

第
六
条
関
係
）

第
二
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正

一　

題
名
を

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
と
す
る
こ
と
。

一
一　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
政
令

の
規
定
を
参
酌
し
て
、
給
付
の
額
、

支
給
方
法
そ
の
他
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
政
令
で
定
め
る
旨
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

（第
五
条
関
係
）

〓
一　
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

（第



十

一
条
関
係
）

第
四
　
附
則

一
　

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の

一
か
ら
三
ま
で
、
第
二
の
二
及
び
第
四
の
二
に

つ

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
。

（改
正
法
附
則
第

一
条
関
係
）

一
一　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
う
ち
臨
時
の
予
防
接
種
の
対
象
と
し
た
も
の
及
び
今
回
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
を
高
齢
者
に
限
定
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（改
正
法
附

則
第
二
条
関
係
）

〓
一　
検
討

１
　
政
府
は
、
伝
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
、
改
正
後
予
防
接
種
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況



等
を
勘
案
し
、
予
防
接
種
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（改
正
法
附
則
第
六
条
第

一
項
関
係
）

２
　
政
府
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
等
に
関
す
る
国
、
製
造

販
売
業
者
等
の
関
係
者
の
役
割
の
在
り
方
等
に

つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
関
係
）

四
　
経
過
措
置
等

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ

る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を

改
正
す
る
法
律
案



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律

（予
防
接
種
法
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
人
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

「第
二
十
七
条
」
を

「第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
二
類
疾
病
の
う
ち
当
該
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
も
の
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
そ
の
期
日
又
は
期
間
を
指
定
し

て
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
市
町
村
長
に
対
し
、
臨
時
に
予
防
接
種
を
行
う
よ
う
指

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
で
円
滑
に
当
該
予
防
接

種
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
国
は
、
第

一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
等
に
関
し
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
頁



三

要

第
七
条
中

「前
条
第

一
項
」
の
下
に

「若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ

つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も

の
又
は
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
対
し
、
定
期
の
予
防
接
種

（第
二
条
第

一

項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

つ
て

一
類
疾
病
に
係

る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種

（第
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当

す
る
予
防
接
種
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
同
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
が
あ

つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長

以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

保
護
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接
種
で
あ

つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。

第
人
条
第

一
項
中

「第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種

（当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ

つ
て
、
市
町



村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下

「定
期
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
」
を

「定
期
の
予
防
接
種
」
に

、

「第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種

（当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ

つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
が
あ

つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
　
ヽ
又
は
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
以
外
の
者

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下

「臨
時
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
」
を

「臨
時
の
予
防
接
種

（同
条
第
二
項
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ

つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も

の
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
」
を

「前
項
」
に
改
め
、

「臨
時
の
予
防
接
種
」
の
下
に

「
（第
六
条
第
二

項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中

「第
六
条
第

一
項
」
の
下
に

「若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中

「平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
」
の
下
に

「。
附
則
第
六
条
第

一
項
に
お
い
て

「感
染
症
法
」
と
い

う
。
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中

「
に
よ
り
、
」
の
下
に

「前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額

（第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
中

「第
二
条
第

一
項
」
の
下
に

「
又
は
第
六
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

三
頁



匹

漂

第
二
十
五
条
中

「第
六
条
」
を

「第
六
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま
で
」
に
改
め
、

「同
条
第

一
項
」
の
下
に

項
」
を
加
え
、

「及
び
」
を

「並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
削
る
。

第
二
十
人
条
を
附
則
第

一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
第
二
十
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、

「及
び
第
三

第
二
十

一
条

を
附
則
第
四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
削
る
。

附
則
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
　
政
府
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン

（感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ

ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
つ
迫
し
、
又
は
ひ
つ
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
り

、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販
売
業
者

（薬
事

法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ

つ
て



、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売

（同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
を
い
う
。

）
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の

（当
該
承
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他

当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補

償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約

（以
下

「損
失
補
償
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
購
入
契
約

（当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い

て
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
購
入
契
約
に
限
る
。
）
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
閣

議
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
府
は
、
損
失
補
償
契
約
の
締
結
前
に
、
当
該
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
き
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
当
該
損
失
補
償
契
約

（次
項
の
規
定

に
よ
る
国
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
そ
の
効
力
の
発
生
の
条
件
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
損
失
補
償
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
政
府
は
、
速
や
か

五
頁



ユハ
一輿

に
、
当
該
損
失
補
償
契
約
の
締
結
に

つ
き
国
会
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
）

第
二
条
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九

十
人
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法

目
次
中

「第
二
章
　
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約

（第
十

一
条
）
」
を
削

Ｚ

り

。

第

一
条
中

「と
Ｌ
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
等

に
よ
り
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
フ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
等
に
生
ず
る
損
失
に
つ
い
て
政
府
が
補
償
す
る
」
を
削

り
、

「
の
円
滑
な
実
施
」
を

「
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
二
章
を
削
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
中

「独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
」
の
下
に

「
（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二



号
）
」
を
加
え
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

一
条
中
予
防
接
種
法
第
六
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定

、
同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
人
条
、
第
九
条
、
第
二
十
二
条
第
二

項
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
第
二
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二

条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

フ（）
。（新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）

七
頁



ハ

原

第
二
条
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ

っ
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法

律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月

二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う

。
）
、
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に

係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
の
う
ち
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接

種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法

（以
下

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
及
び
附
則
第

一
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の

う
ち
改
正
後
予
防
接
種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
に
係

る
改
正
後
予
防
接
種
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
予
防
接
種
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成



十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中

「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
あ
る
の

は

「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月
二
十
八
日
に

そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
。
）
、
予
防

接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法

律

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
　
　
　
口万
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「平
成
二
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

一
条
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す

る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た

も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
の
う
ち
平
成
二
十
二
年
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接

種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
平
成
二
十
二
年
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
た
も
の
及
び
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項

九
頁



一
Ｃ

藤

に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接
種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に

規
定
す
る
三
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

「同
項
」
と
あ
る

の
は

「新
法
第
二
条
第

一
項
」
と
す
る
。

（地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
）

第
四
条
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第

一
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
人
号
）
の
項
中

「第
六
条
」
を

「第
六
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま

で
」
に
改
め
、

「同
条
第

一
項
」
の
下
に

「及
び
第
二
項
」
を
加
え
、

「及
び
」
を

「並
び
に
」
に
改
め
る
。

（住
民
基
本
台
帳
法
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の

一
部
改
正
）

第
五
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
を

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

一　

住
民
基
本
台
帳
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
別
表
第

一
の
五
十
七
の
二
の
項

一
一　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
九
条
の
二

（見
出
し



を
含
む
。
）

（検
討
）

第
六
条
　
政
府
は
、
伝
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
、
改
正
後
予
防
接
種
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況

等
を
勘
案
し
、
予
防
接
種
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

２
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
等
に
関
す
る
国
、
製
造
販
売

業
者

（薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者

を
い
う
。
）
等
の
関
係
者
の
役
割
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（政
令

へ
の
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

一　
一
頁



一
二
頁

理
　
由

我
が
国
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
予
防
接
種
の
実
施
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
新

た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
実
施
方
法
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧

対
照
条
文

○
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
人
号
）
　

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（第

一
条
関
係
）

第

二
早
～
第
二
章

　

（略
）

第
四
章
　
雑
則

（第
十
九
条
―
第
二
十
五
条
）

附
則

第
六
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３‐

目
劉
コ
鼎
創
日
１
ョ
劉
徊
例
「
「
判
コ
智
倒
月
洲
到
目
■
劇
淵
洲

目
次第

一
章
～
第
二
章

　

（略
）

第
四
章
　
雑
則

（第
十
九
条
―
第
二
十
七
条
）

附
則

第
六
条

　

（略
）

２

　

（略
）

（新
規
）

劃

剰

謝

刊

罰

司

引

割

剣

引

湖

劃

３

測

¶

捌

刹

馴

創

劃

馴

剰

祠

判

「

刻

洲

ヨ

引

凶

引

ａ

コ

リ
、
―

覇

潤

日

「

割

目

樹

∃

翻

利

∃

劉

「

Ｊ

田

ｄ

謝

圏

利

剰

切

割

遇

月

劇

到

コ

到

劃

劉

１

司

刻

刷

ョ

釧

「

割

目

側

劉

剛

「

副

勒

潤

翻

捌

劇

四

矧

嘲

月

ョ

‘

酬

日

翻

相

劉

引

訓

刻

Ｊ

列

劇

細

側

日

制

「

自

∃

劇

到

引

る
も
の
と
す
る
。

４‐

国
‐ま‐
＝
劉

一‐
剰
劇
副
詞
呵
目
刑
ｄ
引
引
刊
開
日
個
の‐
剛
測
洲
剣
川
引
硼
側
引

引
川
州
＝
列
列
列
ン‐
ｄ
側
細
割
国
劃
ｕ
凶
劃
引
州
日
引
訓
洲
ｄ
ｄ
の‐
ｄ
引
引
「

第
七
条
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
条
第

一
項
又
は
前
条
第

一
項

（新
規
）

第
七
条
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
条
第

一
項
又
は
前
条
第

一
項

-1-



月
刊
測
剖
躙
劉
∃
別
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
予
防

接
種
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
健
康
状
態
を
調
べ
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
て
当
該
予
防
接
種
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３

防

接

目

目

劉

引

創

劉

劉

馴

ョ

劉

当

ロ

コ

劉

ョ

鋼

ス

υ

。

９
“

酬

矧

例

刷

釧

割

劃

司

そ
‐

日

当

日

利

到

凋

祠

∃

矧

第
人
条
　
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も

の
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
は
、
ｄ
期
の‐
刊
囲
引

日
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
制
目
の‐
刊
囲
引
制

（
‐
同
刹
劉
ョ
剰
―こ‐

刷
冽
ヨ
引
引
刊
囲
引
利
引
耐

い
、

当
該

予
防
接
種

に
相
当
す

る

劉
刊
酬
目
細
月
劇
―
、
‐

「
胡
到
必
「
旧
日
「
口
相

当
す

る
予
防
接
種
と

し
て

釧

コ

劇

ョ

３

剣

捩

引

創

剰

劇

∃

笏

∋

列

劉

ヨ
引
湖
割
襴
制
「
引
釧
倒
「
引
刻

つ‐
溜

日‐
州
冽
翻
劃
聡
倒
「
旧
例
る
期

日

又
は
期
間

詞
明
相
到
ズ
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
対
象
者
が
十
六

刻
剖
洲
刊
六
歳
未
満
の
者
又

醐

つｌ
ｄ
コ
剥
日
網
矧
日
「
創
「
ｑ
劇
ば

臨
時

の
予
防
接
種
を
受
け
さ

刊
劉
コ
ｄ
ｄ
割
到
引
ｄ

も

の
と
す

る
。

に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
健
康
状
態
を
調

べ
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
当
該
予
防

接
種
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（新
規
）

項
に
規
定
す

る
予
防
接
種

で
あ

つ
て

一
類
疾
病

に
係
る
も

項

に
規
定
す

る
予
防
接
種

の
対
象
者

は
、
剣
ョ
刹
剃

一
‐

ョ

で
あ

つ
て

に|の ブ`
又 条
は
第 第

る|六 三
予1条 条
防1第 第
接|― 一
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係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
詞
引

の
対
象

者

が

十

六
歳

未
満

の
者

又
は
成

年
被

後

見
人

で
あ

る
と
き

は
、

そ

の
保
護
者

は
、

そ

の
者

に
定

期

の
予
防
接
種

で
あ

つ
て

一
類
疾
病

に
係

る
も

の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種

（第
六
条
第
三
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け

さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
は

、
第
二
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第

一
項
若
●
メ
ふ
露
愛
≡
秋
に
規
定
す
る
予
防
接

種
の
実
施
事
務
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
当
該
疾
病
に
つ
い
て
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
「
酬
酬
翻
劉
引
剣
劉
「
日
調
躙
到
り
「

二
蔵
五
含
什
ご
―
と
い
う
．‥
）
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
指
針
は
、
当
該
特
定
感
染

症
予
防
指
針
と

一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　

（略
）

第
二
十
二
条

　

（略
）

訓

∃

例

洲

瓢

躙

川

樹

剛

劇

∃

副

淵

「

Ｊ

列

ョ

劉

種
」
と
い
う
‥
）

で
あ

つ
て

一
類
疾
病

に
係

る
も

の
又
は
第

六
条
第

一
項

に
規

劇
引
ｄ
刊
囲
引
制

（
―

劃
訓
刊
囲
引
日

―こ‐
倒
判
引
引
刊
囲
月
日
「
到

つ―
「
＝
同
引

倒
刑
劇

―こ―
測
ｄ
州
劇
洲
洲

つ―
川
則
馴
例
判
謝
倒
ヨ

ーこ―
例
劉
期
則
剰
国
期
間

の‐
洲

「

の‐
副
劃
口

の‐
問

―こ‐
制
Ｊ
川
劇
矧
割
測
洲
司
明
相
則
馴
州

の‐
引

―こ‐
劃
列
徊
冽
測

ｄ
も‐
σ
型
含
む
。
以
下

「臨
時
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
引「
二‐
コ
翻
「
コ
剰
嗣
珊
列
コ
引
刻
馴
「
開
目
劉
翻
ｑ
洲
Л
ｄ
「
一‐瓢
襴
列
周
洲
冽
口
到
＝
凋
コ
渕

劇
劉
川
刻
潮
「
川
測
翻
劉
割
刻
劃
調
四
引
側
の
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は

成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接

種
で
あ

つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
は

、
第
二
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
実
施
事
務
を

保
健
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
当
該
疾
病
に
つ
い
て
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
指
針
は

、
当
該
特
定
感
染
症
予
防
指
針
と

一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　

（略
）

第
二
十
二
条

　

（略
）
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２
　

都
道

府

県

は
、

政
令

の
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
訓
刹
劉

一
―

呵

の‐
刑
劇
口
測

ｄ
の‐
ｄ
口
ｄ
刊
「
川
洲
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
の

四
分
の
三
を
負
担
す
る
。

第
二
十
四
条
　
第
二
条
第

一
項
劇
―ま‐
劉
利
劉
劉
ョ
コ
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を

行
つ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

者
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
　
剃
刈
刻
制
刊
ヨ
剰
日
鮒
「
∃
倒
劃
口
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
条
第

一
項
測
が
剣
ョ
ョ
、
第
十

一

条
第

一
項
、
第
十
四
条
並
び
に
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

ス

つ

。

（削
除
）

劉
劃
川
到
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月

一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

但
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
施
行
の
期
日
は
、
昭
和
二
十
四
年
六

月
二
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

剣
コ
刹
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
三
十
六
月
以
上
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス
又
は

パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
第
十
二
条
第

一
項
第

附

貝」

２
　
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
の
四
分
の
三
を
負
担
す
る
。

第
二
十
四
条
　
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
つ
た
者
は
、
予
防

接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
経
済
的
理
由

に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
　
剃
利
刻
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務
並
び
に
同
条
第

一
項
、
第
十

一
条
第

一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地

方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規

定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

因

附
　
則

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月

一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。
但
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
施
行
の
期
日
は
、
昭
和
二
十
四

年
六
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

制
「
コ
ーー
利
到
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
三
十
六
月
以
上
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス

又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
第
十
二
条
第

一
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一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
四
十
人
月
か
ら
六
十
歳
に
至
る
ま
で
の
者
で
、

腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
条
　
第
十
三
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の

者
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
日
せ
き
の
予
防
接
種
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け

た
者
と
み
な
す
。

劉
口
刹
　
第
十
四
条
施
行
の
際
生
後
六
月
以
上
の
者
で
結
核
の
予
防
接
種
を
受
け

た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
同
条
第

一
項
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な

す
。

２
　
第
十
四
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
三
十
才
に
至
る
迄
の
者
で
結
核
の
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
結
核

の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第

一
項
を
準
用
す
る
。

鋼
コ
刹
　
種
痘
法

（明
治
四
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る

。
但
し
、
こ
の
法
律
施
行
前
に
な
し
た
違
反
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
種
痘
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
第

一
期
種
痘
は
、

こ
れ
を
第
十
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
者
で
、
種
痘
法
第

一
条
の

項
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
四
十
人
月
か
ら
六
十
歳
に
至
る
ま
で
の
者
で
、

腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

制
ョ
刊
刹
　
第
十
三
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で

の
者
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
日
せ
き
の
予
防
接
種
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け

た
者
と
み
な
す
。

第
二
十
■
条
　
第
十
四
条
施
行
の
際
生
後
六
月
以
上
の
者
で
結
核
の
予
防
接
種
を

受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
同
条
第

一
項
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と

み
な
す
。

２
　
第
十
四
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
三
十
才
に
至
る
迄
の
者
で
結
核
の
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
結
核

の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第

一
項
を
準
用
す
る
。

第
二
十
二
条
　
種
痘
法

（明
治
四
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止

す
る
。
但
し
、
こ
の
法
律
施
行
前
に
な
し
た
違
反
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
種
痘
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
第

一
期
種
痘
は
、

こ
れ
を
第
十
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
者
で
、
種
痘
法
第

一
条
の
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る
特

一
部
を
改
正
す
る

康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
搾
鷹
泄
の

一
割
を
ひ
正
り
で
汐
窄

「́

規
定
に
よ
る
第
二
期
種
痘
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
市
町
村
長
は
、
期

日
を
指
定
し
て
種
痘
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（削
除
）

霙|

同

じ

）

に

る
お
そ

測
洲
洲
引
１
ョ
測
引
刹
急

―こ―
硼
硼
ｄ
洲
引
測
劇
国
民

の
生
命
及
び
健
康

に

劃

り

刻

到

剰

翻

創

謝

劃

創

創

日

釧

剣

剰

業
者

（

定

に
よ

け

よ

う

と
に
係
る

に
よ
る
健

引
ン‐
フ‐
ノレ‐
ェ‐
ン‐
洲
割
国
刻
川
列
列
列
ン‐
の‐
刷
入
契
約
を
締
結
す
る

口
剰
品

の‐
到
調
酬
悧
劃
謝
到
翻
川
劃
創
Ⅵ
劉
コ
ヽ
あ

つ
て
、
新
型

イ

ン
フ

そ

当

ｑ
到
Ｊ
司
∃
刻
「

二
十

一
条
第

一

規
定
に
よ
る
第
二
期
種
痘
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
市
町
村
長
は
、
期

日
を
指
定
し
て
種
痘
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
及
消

（新
規
）

冽
利
周

―こ‐

要
す

る
諸
費

」

を

「市
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劇

翻

劃

周

劉

例

側

綱

創

創

刊

馴

劉

創

渕

劉

馴

川

剰

翻

創

剰

「

副

「

）‐

刻

劉

引

馴

劇

矧

引

劉

２‐

目
引
刻
例
刃
目
『
Ｊ
剛
倒
翻
翻
創
到
翻
釧
易
悧
¶
劃
刺
欄
測
刻
剰
型
冽
ン‐

フー
羽
刊
И
川
『
引
劉
ョ
劉
劉
「
爛
「
潤
覇
劃
∃
創
習
劃
創
冽
翻
潤
引
ｄ
易
倒

口
到
―サー
到
判
趾
口
州
謝
翻
日
明
ｑ

）
‐
引
日
劉
鋼
刻
個
予
測
日
「
謝
引
刑
引
硼

、
閣
議
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ

３‐

引
川
司
＝
倒
剣
翻
側
刻
刺
の‐
綱
細
訓
―こ‐
１
劃
訓
倒
剣
襴
側
刻
剰
ｄ
綱
綱
引
ｄ

ｄ
ｄ
ｌこ―
つ‐
割
国
州
の‐
利
調
引
徊
洲
引
測
劇
洲
引
洲
州
「
川
測
ｕ
＝
剰
創
剣
凶
到

洲
湖
引
場
倒
口
司
劉
国
刻
の‐
利
訓
引
側
洲
酬
「
劃
訓
側
剣
襴
側
刻
制

（
‐
冽
呵
の‐

冽
ヨ
ーこ―
劃
ｄ
国
刻
の‐
利
訓
引
劇
―ナ‐
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
日
の‐
州
川
の‐
州
引
の‐
刹
州
ｄ
引
劉

ｕ
例
旧
囲
「
Ⅵ
刻
州
劉
刻
ョ
側
釧
劃
烈
「

４‐

訓
呵
川
測
ｕ
割
の‐
刑
ｄ
口
測
引
国
刻
の‐
利
調
引
側
潤
口
爛
倒
剣
柵
側
刻
制
ｄ

綱
綱
ｕ
測
場
劉
―こ‐
目
＝
引
川
―ま―
＝
週
釧
洲
―こ１
１
劃
訓
例
剣
硼
側
刻
刺
の‐
綱
綱
司

到
劃
劇
謝
剰
謝
「
召
鋼
馴
利
朝
倒
到
調
「
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○
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
人
号
）
　

抄

（第
二
条
関
係
）

目
次第

二
早

第

二
章

（削
除
）

附
則（目

的
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
―こ‐
劃
劉
州
劇
冽
割
の‐
測
週
刻
測
洲
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２

・
３

　

（略
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

総
則

（第

一
条

。
第
二
条
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
措
置

（

第
二
条
―
第
十
条
）

目
次″弟

一
立早

第
二
章

第
二
章

附
則（目

的
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
新

引
ジ
引
制
御
引
司
洲
引
冽
鋼
Ｊ
剰
Ч
側
月
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償

引
割
―こ―
引
洲
引
測
列
ｄ

つ‐
劇
「
引
川
洲
樹
側
引
劉
こ
と
に
よ
り
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２

・
３
　

（略
）

総
則

（第

一
条

。
第
二
条
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
措
置

（

第
二
条
―
第
十
条
）

¶

∃

貶

引

「

副

刊

引

馴

到

劃

コ

劉

コ

則

細

猾

ｑ

刹

∃

「

新
型
イ
ン
フ
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（削
除
）

（政
令

へ
の
委
任
）

第
五
条

　

（略
）

（削
除
）

（削
除
）

（削
除
）

４‐

ｄ
の‐
潤
徊
口
剥
劇
ｄ

「
‐
州
例
利
訓
別
馴
引
ン‐
フ‐
ノレ‐
ェ‐
ン‐
洲
列
列
列
ン‐
劇
週
胴

州
判
剖
「
ｄ
司
＝
剰
割
洲

（
―
嘲
利
ョ
刊
ヨ
倒
洲
倒
劉
司
口
刊
コ
引
「
劉
刊
二‐
刹

剣

一‐刺
の‐
口
剰
調
の‐
製
日
明
州
判
の‐
訓
司
引
到
引
川
引
司
湖
つ―
「
＝
別
型
引
ン‐

列
ノレ‐
ェ‐
ン‐
洲
列
列
列
ン‐
の‐
剌
週
明
州

（
―
同
測
剃
二‐
刹
鋼
刊
コ
剰
口
刑
ｄ
引
引
剌

日
明
州
引
劇
引
１
「
口
つ―
口
ｄ
＝
同
調
劉
刊
口
刻
の‐
ョ
劉

一‐呵
の‐
刑
川
口
劃
明

同
日
剃
刊
回
刻
の‐
利
調
引
剰
―す―
「
国
劉
Ы
の‐

（
‐
劃
訓
利
調
ｄ
劃
引
劃
引
ｄ
引
ｄ

も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
ｃ

（政
令

へ
の
委
任
）

第
五
条

　

（略
）

２‐

訓
劉
「
コ
剰
欄
引
口
引
劃
コ
馴
刻
刊
綱
酬
剰
ｑ
捌
目
り
「
川
洲
劉
司

劇
州
∃
鋼
倒
Ⅶ
側
瓢
翻
国
周
悧
調
劉
刷
樹
潤
川
「
刷
潮
日
掴
刻
劉
創
刑

刊
∃
Ｊ
Ｊ
到
引
刻
翻
「
劃
利
割
「
訓
期
劉
冽
引
副
個
翻
捌
刻
用
目
欄
引

同
国
利
コ
剣
ヨ
鋼
呵
剣
∃
引
引
馴
用
コ
劃
ｄ
司
引
創
州
鰤
則
日
「
珂
倒

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
ｃ

第
一二
早

特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と

の
補
償
契
約

ｌ
劉
到
Ｕ
剣
劃
刻
引
劉
割
祠
馴
嘲
列
羽
「
引
刻
劉
引
到
ヨ
判
錮

引
細
鼎
羽
倒
捌
到
劃
悧
因
謝
倒
欄
到
馴
刺
冽
刊
錮
刻
Ｊ
冽
到

ｄ
割
副
引
翻
刻
□
倒
躙
ａ
ｇ
刷
罰
引
例
個
割
割
習
例
到
川
冽

刻
劉
が
引
劃
耐
目
例
劉
到
引
現
川
劃
鮒
引
冽
「
自
詞
ヨ
州
冽

引
０
調
刷
曇
刻
ョ
倒
劉
列
劃
強
樹
冽
畑
冽
ｑ
剛
馴
司
劉
刻
剰

失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ
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附
　
則

（施
行
前
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
適
用

等
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
対

し
て
さ
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付

（独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合

機
構
法

（
‐

「
劇
刊
口
引
洲
徊
劉
司
川
刊
二‐
引
「
第
十
五
条
第

一
項
第

一
号
イ
に

規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
感
染
救
済
給
付

（

同
条
第

一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
感
染
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
請
求
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

給
付
の
請
求
と
み
な
す
。

３
　

（略
）

（施
行
前
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
適
用

等
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
対

し
て
さ
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付

（独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合

機
構
法
第
十
五
条
第

一
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
感
染
救
済
給
付

（同
条
第

一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
感

染
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
請
求
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て

さ
れ
た
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
請
求
と
み
な
す
。

３
　

（略
）
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別
表
第

一　

第

一
号
法
定
受
託
事
務

（第
二
条
関
係
）

（略
）

予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年

法
律
第
六
十
八
号
）

（略
）

法
律

（略
）

劉
引
劉
利
コ
倒
田
日
「
日
劃

で‐

の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
条
第

一

項
及
び
第
二
項
、
第
十

一
条
第

一
項
、

第
十
四
条
並
び
に
第
十
五
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務

（略
）

事

務

改

正

案

別
表
第

第

一
号
法
定
受
託
事
務

（第
二
条
関
係
）

（略
）

予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年

法
律
第
六
十
人
号
）

（略
）

法
律

（略
）

釧
利
刻
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び

に
同
条
第

一
項
、
第
十

一
条
第

一
項
、

第
十
四
条
冽
洲
第
十
五
条
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務

（略
）

事
務

現

行

○
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

抄

（附
則
第
四
条
関
係
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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○
　
住
民
基
本
台
帳
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）

（附
則
第
五
条
関
係
）

別
表
第

一

（第
二
十
条
の
七
関
係
）

（略
）

五
十
七
の
二
　
厚
生
労
働
省

（略
）

提
供
を
受
け
る
国
の
機
関
又
は

法
人

（略
）

珊

劃

升

引

「

引

馴

ロ

コ

創

飼

響

創

目

罰

刻

引

磐

置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
人

号
）
に
よ
る
同
法
第
二
条
第

一
項
の
給

付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の

（略
）

事
務

改

正

案

別
表
第

一

（第
二
十
条
の
七
関
係
）

（略
）

五
十
七
の
二
　
厚
生
労
働
省

（略
）

提
供
を
受
け
る
国
の
機
関
又
は

法
人

（略
）

到

冽

ｄ

劇

Ｊ

引

副

劉

ョ

コ

到

罰

国

副

姻

割

国

例

自

馴

川
圏
潤

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十

八
号
）
に
よ
る
同
法
第
三
条
第

一
項
の

給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（略
）

事
務

現

行

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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○
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
　

抄

（附
則
第
五
条
関
係
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

附
　
則

（
川
日
洲
と
の
適
用
関
係
の
調
整
）

第
十
九
条
の
二
　
副
作
用
救
済
給
付
又
は
感
染
救
済
給
付
は
、
第
十
六
条
第
二
項

（第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
そ
の
者
の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に

よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康

引
割
洲
剥
瀾
嗣
目
剌
刻
劃
酬
翻
割
目
日

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
人
号
）
の

施
行
の
日
以
後
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
及
び

当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
同
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行

っ
た
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
疾

病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
同
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
は
、
行
わ
な
い
。

改

正

案

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
と
の
適
用
関
係
の
調
整
）

第
十
九
条
の
二
　
副
作
用
救
済
給
付
又
は
感
染
救
済
給
付
は
、
第
十
六
条
第
二
項

（第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
そ
の
者
の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に

よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
新
刊
「
引
引
翻
「
「
日
劃
調
四
目
倒
ｑ
判
到
矧
劇

引
割
湖
剥
瀾
馴
耐
翻
割
刻
劃
酬
翻
コ
回
日

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
人
号
）

の
施
行
の
日
以
後
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
及

び
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
同
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
っ
た
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
同
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
は
、
行
わ
な
い
。

附

貝」

現

行
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予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
　
参
照
条
文
　
日
次

予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
人
号
）

（抄
）

・
・
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
・
０
０
０
・
・
・
０
０
０
０
０
１

一
一　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年

法
律
第
九
十
人
号
）

（抄
）

・
ｏ
ｏ
ｏ
・
ｏ
ｏ
・
ｏ
Ｏ
・
・
・
・
・

〓
一　
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

（抄
）

・
・
・
・
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
０
０
・
・
０
０
０
０
０
，
０
０
０
１２

四
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

（抄
）

・
・
１６

五
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十

一
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（抄
）

・
・
・
・
・
・
・
ｏ
ｏ
０
０
０
０
０
０
０
・
０
０
０
０

エハ
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

（抄
）

・
・
・
・
・
・
・
・

七
　
住
民
基
本
台
帳
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）

（抄
）

・
ｏ
ｏ
・
・
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
０
０
０
０
。
・
・
・
・
・
１９ 1019    18



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

◎
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）

目
次第

一
章
　
総
則

（第

一
条

。
第
二
条
）

第
二
章
　
予
防
接
種
の
実
施

（第
二
条
―
第
十
条
）

第
二
章
　
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
措
置

（第
十

一
条
―
第
十
八
条
）

第
四
章
　
雑
則

（第
十
九
条
―
第
二
十
七
条
）

附
則

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「
予
防
接
種
」
と
は
、
疾
病
に
対
し
て
免
疫
の
効
果
を
得
さ
せ
る
た
め
、
疾
病

の
予
防
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
を
、
人
体
に
注
射
し
、
又
は
接
種
す
る
こ
と
を
い
う
。

２
　
そ
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

こ
の
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
予
防
接
種
を
行
う
疾
病

（以
下

「
一
類
疾

病
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　

ジ

フ
テ
リ
ア

一
一　
百
日
せ
き

〓
一　
急
性
灰
白
髄
炎

四
　
麻
し
ん
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五
　
風
し
ん

エハ
　
日
本
脳
炎

七
　
破
傷
風

八
　
結
核

九
　
ュ剛
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
の
ほ
か
、
そ
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
予
防
す
る
た
め
特
に
予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
と

し
て
政
令
で
定
め
る
疾
病

個
人
の
発
病
又
は
そ
の
重
症
化
を
防
止
し
、
併
せ
て
こ
れ
に
よ
り
そ
の
ま
ん
延
の
予
防
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
予
防
接
種
を
行
う
疾
病

（以
下

「
二
類
疾
病
」
と
い
う
。
）
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
す
る
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「保
護
者
」
と
は
、
親
権
を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
。

第
二
条
　
工巾
町
村
長
は
、　
一
類
疾
病
及
び
二
類
疾
病

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
、
当
該
市
町
村

の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
で
あ

つ
て

政
令

で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
保
健
所
長

〔特
別
区
及
び
地
域
保
健
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令

で
定
め
る
市

（第
九
条
に
お
い
て

「保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
に
あ

つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。
〕

の
指
示
を
受
け

期
日
又
は
期
間
を
指
定
し
て
、
予
防
接
種
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
疾
病

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
、
当
該
疾
病

の
発
生
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道

府
県
の
区
域

の
う
ち
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ

つ
た
と
き
は
、
そ
の
区
域

の
全
部
が
当
該
指
定
に
係
る
区
域
に
含
ま
れ
る
市
町
村

の
長
は
、
第

一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
指
定
に
係
る
疾
病
に

つ
い
て
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
を
要
し
な

い
。

第
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、　
一
類
疾
病
及
び
二
類
疾
病

の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急

の
必
要
が
あ
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
そ
の
期
日
又
は
期
間
を
指
定
し
て
、
臨
時
に
予
防
接
種
を
行
い
、
又
は
市
町
村
長
に
行
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
疾
病
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

同
項
の
予
防
接
種
を
都
道
府
県
知
事
に
行
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
工巾
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
条
第

一
項
又
は
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
予
防
接

種
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
健
康
状
態
を
調
べ
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
当
該
予
防
接
種
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
は
、

第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種

（当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を

含
む
。
以
下

「定
期
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種

（当
該
予
防

接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の

間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下

「臨
時
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
が
十
六
歳

未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接
種
で
あ
つ
て

一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時

の
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
は
、
第
二
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種

-3-



の
実
施
事
務
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十

一
条
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
間
に
定
期
の
予
防
接
種
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
が
、
疾
病
に
か
か

り
、
障
害
の
状
態
と
な
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
と
き
は
、
次
条
及
び
第
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
付
を
行
う
、

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
審
議
会
等

（国
家
行
政
組
織
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条

に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
若
し
く
は
臨
時
の
予
防
接
種
又
は
二
類
疾
病
に
係
る
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る

疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
行
う
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
者
に
対
し
て
行
う
。

一　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
医
療
を
受
け
る
者

一
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す
る
者

〓
一　
障
害
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

四
　
死
亡

一
時
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族

五
　
葬
祭
料
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者

２
　
二
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
行
う
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
。

一　

医
療
費
及
び
医
療
手
当
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
程
度
の
医
療
を
受
け
る
者

一
一　
障
害
児
養
育
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す
る
者
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五 四 三

障
害
年
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
以
上
の
者

遺
族
年
金
又
は
遺
族

一
時
金
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
政
令
で
定
め
る
遺
族

葬
祭
料
　
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
葬
祭
を
行
う
者

第
十
三
条
　
一訓
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付

（以
下

「給
付
」
と
い
う
。
）
の
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
給

付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
　
前
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
政
令
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
係
る
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
は
、
独
立
行
政
法
人
医

薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第

一
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
同
法

第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
政
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、　
一
類
疾
病
及
び
二
類
疾
病
の
う
ち
、
特
に
総
合
的
に
予
防
接
種
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
疾
病
に
応
じ
た
予
防
接
種
の
推
進
を
図
る
た
め
の
指
針

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「指
針
」
と
い
う
。

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一　
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
意
義
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項

一
一　
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

〓
一　
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

四
　
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五
　
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
国
際
的
な
連
携
に
関
す
る
事
項

エハ
　
そ
の
他
当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
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３
　
当
該
疾
病
に
つ
い
て
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十

一
条
第

一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
指
針
は
、
当
該
特
定
感
染
症
予
防
指
針
と

一
体
の
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十

一
条
　
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
予
防
接
種
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村

（第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防

接
種
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
）
の
支
弁
と
す
る
。

２
　
給
付
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

第
二
十
二
条
　
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額

（第
六
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
三
分
の
二
を
負
担
す
る
。

２
　
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
の
四
分
の
三
を
負
担
す
る
。

第
二
十
三
条
　
国
庫
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十

一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
支
弁
す
る
額
及
び
前
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
負
担
す
る
額
の
三
分
の

一
を
負
担
す
る
。

２
　
国
庫
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
負
担
す
る
額
の
三
分
の
二
を
負
担
す
る
。

第
二
十
四
条
　
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
つ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

-6-



第
二
十
五
条
　
第
六
条

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
条
第

一
項
、
第
十

一
条
第

一
項
、
第
十
四
条

及
び
第
十
五
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号

）
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第

一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
二
十
六
条
　
削
除

第
二
十
七
条
　
削
除

附
　
則
　
抄

一十
八
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月

一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
施
行
の
期
日
は

昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
九
条
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
三
十
六
月
以
上
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、

第
十
二
条
第

一
項
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
四
十
八
月
か
ら
六
十
才
に
至
る
ま
で
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な

い
者
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
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第
二
十
条
　
第
十
三
条
施
行

の
際
、
生
後
六
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
者
は
、
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
日
せ
き
の
予
防

接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項

の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
第

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

第
二
十

一
条
　
第
十
四
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
以
上
の
者
で
結
核

の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
同
条
第

一
項
第

一
号
の
予
防
接

種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

２
　
第
十
四
条
施
行

の
際
、
生
後
六
月
か
ら
二
十
才
に
至
る
迄
の
者
で
結
核

の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
結
核

の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項

の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に

つ
い
て
は
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
二
条
　
種
痘
法

（明
治
四
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
こ
の
法
律
施
行
前
に
な
し
た
違
反
行
為

の
処
罰

に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
種
痘
法
第

一
条

の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
第

一
期
種
痘
は
、
こ
れ
を
第
十
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
行

つ
た
も
の
と

み
な
す
。

３
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
者

で
、
種
痘
法
第

一
条

の
規
定
に
よ
る
第
二
期
種
痘
を
受
け
て
い
な

い
者
に
対
し
て
、
市

町
村
長
は
、
期
日
を
指
定
し
て
種
痘
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
三
条
　
伝
染
病
予
防
法

（明
治
二
十
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の

一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十

一
条
第
二
号
中

「市
町
村

二
於
テ
施
行
ス
ル
清
潔
方
法
、
消
毒
方
法
及
種
痘

二
要

ス
ル
諸
費
」
を

「市
町
村

二
於
テ
施
行

ス
ル
清
潔

方
法
及
消
毒
方
法

二
要
ス
ル
諸
費
」
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

（平
成

一
三
年

一
一
月
七
日
法
律
第

一
一
六
号
）
　

抄

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
高
齢
者
に
係
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
の
状
況
及
び
予
防
接
種
の
接
種
率
の

状
況
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
の
有
効
性
に
関
す
る
調
査
研
究
の
結
果
そ
の
他
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法

（次
条

に
お
い
て

「新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
定
期
の
予

防
接
種
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
新
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
リ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中

「当
該
市

町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、

「当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
高
齢
者
で
あ
つ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

に
係
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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◎
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

目
次第

一
章
　
総
則

（第

一
条

。
第
二
条
）

第
二
章
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
措
置

（第
二
条
―
第
十
条
）

第
二
章
　
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約

（第
十

一
条
）

附
則（目

的
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
等
に
よ
り
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
等
に
生
ず
る
損
失
に

つ
い
て
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
円
滑
な

実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
は
、
イ
ン
フ
ル
エ

る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第

一

同
法
第
四
十
四
条

の
二
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一

を
い
う
。

ン
ザ
で
あ

っ
て
、
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す

号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

年
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
」
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
を
い
う
。
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３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
」
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
免
疫
の
効
果
を
得
さ
せ
る
た
め
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を
、
人
体
に
注
射
し
、
又
は
接
種
す
る
こ
と
を
い
う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
」
と
は
、
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五

号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売

（同
法
第

二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け

て
い
る
も
の

（当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

（政
令

へ
の
委
任
）

第
五
条
　
ユ削
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
付
の
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
　
前
条
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
政
令
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第

一
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
同
法
第
十
六
条
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
の
政
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約

第
十

一
条
　
政
府
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
製
造
販
売
業
者
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
国
内
に
お
け
る
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
に

係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
に
関
し
て
行
わ
れ
る
請
求
に
応
ず
る
こ
と
に
よ

り
当
該
相
手
方
及
び
そ
の
関
係
者
に
生
ず
る
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
　
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

（抄
）

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
～

Ｈ
　
　
（略
）

‐２
　
こ
の
法
律
で

「製
造
販
売
」
と
は
、
そ
の
製
造
等

（他
に
委
託
し
て
製
造
を
す
る
場
合
を
含
み
、

を
含
ま
な

い
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
、
又
は
輸
入
を
し
た
医
薬
品

（原
薬
た
る
医
薬
品
を
除
く
。
）

を
、
そ
れ
ぞ
れ
販
売
し
、
賃
貸
し
、
又
は
授
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

‐３
～

‐６

　

（略
）

（製
造
販
売
業

の
許
可
）

第
十
二
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、

生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、

し
て
は
な
ら
な

い
。

他
か
ら
委
託
を
受
け
て
製
造
を
す
る
場
合

、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器

化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
厚

業
と
し
て
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
を

化
粧
品

医
薬
部
外
品

前
項
に
該
当
す
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品

第
四
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
種
類

化
粧
品
製
造
販
売
業
許
可

医
薬
部
外
品
製
造
販
売
業
許
可

第
二
種
医
薬
品
製
造
販
売
業
許
可

第

一
種
医
薬
品
製
造
販
売
業
許
可

許
可
の
種
類
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一
般
医
療
機
器

l

管
理
医
療
機
器

|

高
度
管
理
医
療
機
器

第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可

第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可

第

一
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可

（略
）

（医
薬
品
等
の
製
造
販
売
の
承
認
）

第
十
四
条
　
医
薬
品

（厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
体
外
診
断

用
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品

（厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
薬
部
外
品
を
除
く
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

る
成
分
を
含
有
す
る
化
粧
品
又
は
医
療
機
器

（
一
般
医
療
機
器
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
管
理
医
療
機
器
を
除
く
。
）
の
製
造
販
売

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
品
日
ご
と
に
そ
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
は
、
与
え
な
い
。

一　
申
請
者
が
、
第
十
二
条
第

一
項
の
許
可

（申
請
を
し
た
品
目
の
種
類
に
応
じ
た
許
可
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
な
い
と
き
。

一
一　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
を
製
造
す
る
製
造
所
が
、
第
十
三
条
第

一
項
の
許
可

（申
請
を
し
た
品
目

に
つ
い
て
製
造
が
で
き
る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
十
三
条
の
三
第

一
項
の
認
定

（申
請
を
し
た
品
目
に
つ
い
て
製
造
が
で
き

る
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
な
い
と
き
。

〓
一　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
の
名
称
、
成
分
、
分
量
、
構
造
、
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効

果
、
性
能
、
副
作
用
そ
の
他
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
事
項
の
審
査
の
結
果
、
そ
の
物
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
。

イ
　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
効
能
、
効
果
又
は
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

口
　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
が
、
そ
の
効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
比
し
て
著
し
く
有
害
な
作
用
を
有
す
る
こ
と
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に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ハ
　
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
と
し
て
不
適
当
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

四
　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
が
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製

造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

３
　
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

そ
の
他
の
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
が
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
料
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
収
集
さ
れ
、
か
つ
、
作
成
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第

一
項
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
が
、
第
十
四
条
の
十

一
第

一
項
に
規
定
す
る
原
薬
等
登
録
原
簿
に

収
め
ら
れ
て
い
る
原
薬
等

（原
薬
た
る
医
薬
品
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
原
薬
等
が
原
薬

等
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
も
の
と
さ
れ
た
資
料
の
一
部
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

５
　
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
申
請
内
容
及
び
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
基
づ
き
、
当
該
品

日
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査

（既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
品
日
と
の
成
分
、
分
量
、
構
造
、
用
法
、
用

量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
の
同

一
性
に
関
す
る
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
が

同
項
後
段
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
で
あ
る
と
き
は
、
ぁ
ら
か
じ
め
、
当
該
品
日
に
係
る
資
料
が
同
項
後

段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
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機
器
が
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
物
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
が
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
承
認
の
取
得
後
三

年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
書
面
に
よ
る
調
査
又
は
実
地
の
調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

Ｉ
Ｖ

７
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

一
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
が
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
、
希
少
疾
病
用
医
療
機
器
そ
の
他
の

医
療
上
特
に
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
審
査
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
、
他
の
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
審
査
又
は
調
査
に
優
先
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
承
認
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
、
薬
事

。
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　
申
請
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
が
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品

と
、
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
。

一
一　
申
請
に
係
る
医
療
機
器
が
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
と
、
構
造
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
、
性
能
等
が

明
ら
か
に
異
な
る
と
き
。

９
　
第

一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

（当
該
変
更
が
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ｌｏ
　
第

一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｈ
　
第

一
項
及
び
第
九
項
の
承
認
の
申
請

（政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（特
例
承
認
）

第
十
四
条
の
三
　
第
十
四
条
の
承
認
の
申
請
者
が
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
物
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
医
薬
品
又
は
医
療
機

器
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
条
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
薬
事

・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
品
目
に
係
る
同
条
の
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
ま
ん
延
そ
の
他
の
健
康
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
使
用
以
外
に
適
当
な
方
法
が
な
い
こ

一
一　
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国

（医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
本
邦
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
の
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
国
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
並
び
に
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
及
び
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
薬

品
又
は
医
療
機
器
で
あ
る
こ
と
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十

四
条
の
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
当
該
承
認
に
係
る
品
目
に
つ
い
て
、
当
該
品
日
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死

亡
の
発
生
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

（抄
）

（定
義
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「感
染
症
」
と
は
、　
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
及
び
新
感
染
症
を
い
う
。
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２
～
６
　
　
（略
）

７
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
性

の
疾
病
を
い
う
。

一　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（新
た
に
人
か
ら
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
な

っ
た
ウ
イ
ル
ス
を
病
原
体
と
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

で
あ

っ
て
、　
一
般
に
国
民
が
当
該
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症

の
全
国
的
か

つ
急
速
な
ま
ん
延
に

よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

一
一　
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（か

つ
て
世
界
的
規
模
で
流
行
し
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

で
あ

つ
て
そ
の
後
流
行
す
る
こ
と
な
く
長
期
間
が
経
過

し
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
が
再
興
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、　
一
般
に
現
在

の
国
民
の
大
部
分
が
当
該
感
染
症
に
対

す
る
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症

の
全
国
的
か

つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

８
～

２３

　

（略
）

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

の
発
生
及
び
実
施
す
る
措
置
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表
）

第
四
十
四
条

の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
発
生
し

た
地
域
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
感
染
症
に

つ
い
て
、
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
を
行
う
ほ
か
、
病
原
体

で
あ
る
ウ
イ
ル
ス

の
血
清
亜
型
及
び
検
査
方
法
、
症
状
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に
感
染

の
防
止
の
方
法
、
こ
の
法
律

の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
措
置
そ
の
他
の
当

該
感
染
症

の
発
生

の
予
防
又
は
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
情
報
を
新
聞
、
放
送
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
逐
次
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

・
３

　

（略
）
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◎
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（抄
）

第
二
条

　

（略
）

２
～
９
　
　
（略
）

１０
　
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
に
定
め
る
法
定
受
託
事
務
は
第

一
号
法
定
受
託
事
務
に
あ

つ
て
は
別

表
第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
、
第
二
号
法
定
受
託
事
務
に
あ

つ
て
は
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律

に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
ぁ
り
、
政
令
に
定
め
る
法
定
受
託
事
務
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
と
お
り
で

あ
る
。

Ｈ
～

‐７
　
　
（略
）

別
表
第

一
　

第

一
号
法
定
受
託
事
務

（第
二
条
関
係
）

備
考
　
こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

八
号
）

（略
）

法

律

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
条
第

一

項
、
第
十

一
条
第

一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理

（略
）

事

務
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す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（略
）

（略
）

◎
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

（抄
）

附
　
則
　
抄

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
と
の
適
用
関
係
の
調
整
）

第
十
九
条

の
二
　
副
作
用
救
済
給
付
又
は
感
染
救
済
給
付
は
、
第
十
六
条
第
二
項

（第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者

の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
よ
る
疾
病
、
障
害

又
は
死
亡
が
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平
成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
施
行

の
日
以
後
に
厚
生
労
働

大
臣
が
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
及
び
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
同
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行

っ
た
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に

つ
い
て
同
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定

の
適
用
が
ぁ
る
場
合
は
、
行
わ
な
い
。

◎
　
住
民
基
本
台
帳
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）

（抄
）

（都
道
府
県
知
事
の
事
務
）
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第
二
十
条
の
七

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
別
表
第

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
、
住
民
の
居
住
関

係
の
確
認
の
た
め
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報

（第
二
十
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
本
人
確
認
情
報
で
あ
つ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第

一

（第
二
十
条
の
七
関
係
）

（略
）

五
十
七
の
二
　
厚
生
労
働
省

（略
）

提
供
を
受
け
る
国
の
機
関
又
は
法
人

（略
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（平

成
二
十

一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
に
よ
る
同
法
第
二
条
第

一
項
の
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事

務

で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（略
）

事

務
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